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はじめに

　2005年 8 月の連邦議会休会を目前にした 7月
29日、共和党のビル・フリスト（Bill Frist）上
院院内総務は、ヒト胚性幹細胞（human embryo 
stem cell）研究に対する連邦助成を拡大する下
院法案（H.R.810，109th Cong.（2005））に対
して、それまでの態度を一転して支持を表明し
た。H.R.810 は、2005年 5月に下院を通過してい
るが、かねてからブッシュ（George W. Bush）
大統領が拒否権を行使すると公言しており、現
在の共和党にとっては支持基盤として無視でき
ない中絶反対派等から強い反対を受けている法
案である。
　上院の多数派院内総務の賛同を得られたこと
により、この法案の両院通過の可能性が高まっ
た上、たとえ拒否権が行使されたとしても、再
可決の可能性も否定できない状況となった。
　現在、アメリカでは、ヒト胚性幹細胞（以下
「ヒトES細胞」とする。）研究は、非常に限
られた条件を満たす場合のみ連邦の助成を受け
ることができる。
　ブッシュ大統領は、就任当初、ヒトES細胞
研究に対する連邦助成のあり方について、前任
のクリントン（William J. Clinton）大統領の採っ
た方針の継続を一時保留していたが、2001年 8
月に、以下のような方針を発表した

（注1） 

。この方針
は、 2期目の現在も変わっていない。
・ 声明を発表した2001年 8 月 9 日現在で既に存
在するヒトES細胞株（当時は78株が存在し
た。）を用いた研究にのみ連邦から助成を行う。
・ 以後に作成されたES細胞に関する研究につ

いては助成をしない。

Ⅰ　ES細胞研究への連邦助成が制限される理由

　ヒトES細胞研究には、「胚の破壊」と「クロー
ン技術の利用」という 2つの倫理的な問題があ
る。問題を解説する前に、ヒトES細胞に関し
て概観したい。

1 　多能性

　ヒトES細胞とは、ヒト胚（human embryo：
胎児になる直前の状態）に由来する幹細胞
（stem cell：様々な器官の細胞へと分化する可
能性を有する細胞）である。
　ES細胞は、自然にはそのままの状態で存在
し続けることはないため、分裂開始直後の胚か
ら、各器官へと分化を始める直前の幹細胞を取
り出し、人為的に培養したものである。この細
胞は、その後の環境設定によっては、様々な器
官の細胞へと分化する可能性（「多能性」と呼ば
れる）を有しており、また、多能性を有した状
態のままで増え続けることも可能である。この
細胞分裂が安定して続き、常に幹細胞採取が可
能となった状態のものを、細胞株と呼んでいる。
　幹細胞自体は、成長した人間の骨髄や皮膚等
にも存在しており、骨折や傷口を治癒させたり、
血液を作り出したりしている。例えば白血病患
者に対して行う骨髄移植は、ガン化した血液の
幹細胞を正常な幹細胞と入れ替え、再び正常な
血液を造ることが出来るようにするという治療
方法である。このような成長した人体に存在す
る幹細胞を、成体幹細胞又は体性幹細胞（Adult 
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Stem Cell）という。
　通常ヒトの体内にある成体幹細胞は、その種
類によって、血液を造る、皮膚を作る等、特定
の役割しか果たせない。しかし、ES細胞は、
ヒトの体内にあるあらゆる細胞、器官に成長す
る可能性を有するため、パーキンソン病や糖尿
病等の慢性で根治療法のない疾患に対する劇的
な解決策となる可能性がある。更に進めば、特
定臓器の再生、乳房再建等の欠損器官を再生さ
せる治療に役立つ可能性があり、ES細胞研究
は患者団体、医薬品業界から大きな期待が寄せ
られている。

2 　胚の破壊

　しかし、現在の研究水準では、ES細胞を採
取し細胞株を樹立するためには、ヒト胚を破壊
せざるを得ない。ここにヒトES細胞研究にお
ける問題の 1つが存在する。
　胚の破壊に対する倫理的な要求は、ヒトの発
生を子宮着床の段階と考えるのか、受精時と考
えるのかにより大きく異なってくる。また、後
者の立場に立つとしても中絶を認めるか否かに
よって胚の破壊を認めるか否かの意見が分かれ
る。
　つまり、受精時をヒトの発生と認める考え方
では、胚を破壊することは、中絶と同じである
とみなされている。
　例えばブッシュ大統領やその支持者であるキ
リスト教右派の団体の中には、中絶を認めず、
加えて受精卵をヒトの発生とみなす考え方に
立っているものもあり、彼らは、胚の破壊は殺
人に等しいと考えている。

3 　クローン技術の利用

　難病治療にES細胞を利用する場合には、臓
器移植の場合と同様、拒絶反応の恐れがある。
この問題を解決する最も有効な手段が、ヒト・
クローン胚の作成である。未受精卵に対し体細

胞核移植（SCNT： somatic cell nuclear transfer）
という措置

（注2） 

を施すことにより、患者と同様の遺
伝子を有する胚を作成する。その胚から取得し
た幹細胞は、理論的には全く拒絶反応の問題が
生じない。このため、現在ES細胞の研究は、
ヒト・クローン胚の作成・研究を抜きにしては
語れない状態となっているのである

（注3）

。
　このヒト・クローン胚の作成は、難病の「治
療」が目的であり、クローン人間を作成すると
いった「生殖」が目的ではない。しかし、ヒト・
クローン胚自体は、子宮に戻すことにより、胎
児として発育する可能性を有している。そのた
め、利用目的を問わず、ヒト・クローン胚を作
成すること自体に反対意見がある。

　以上のような問題を有する研究に対し連邦か
ら助成金を与えることは、胚の破壊やクローン
に対する納税者の意見が様々であるアメリカの
現状を考えると、簡単には行えないというのが、
ヒトES細胞研究に対し連邦助成が制限されて
きた理由である。

Ⅱ　連邦助成制限に至る経緯

　連邦助成が受けられないからといって、アメ
リカでヒトES細胞研究が禁止されているわけ
ではない。アメリカには、研究そのものについ
て言及した連邦法が存在しないからである。
　アメリカは元々、ES細胞の研究の先駆者で
あった。1981年に、世界初のマウスのES細胞
の作成に成功しており、1998年にはヒト胚から
ES細胞株を樹立させている。
　このようなアメリカの研究は、当初から民間
基金（私費）によるものであった。それは、
1996会計年度の歳出予算法案に対し、「研究時
にヒト胚が破壊される研究又はヒト胚を破壊す
る研究に対しては、基金を支出してはならない」
という付帯条項が付けられていたためである。
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　この付帯条項は、提案者がディッキー（Jay 
Dickey）下院議員であったことからディッキー
修正（Dickey Amendment）と呼ばれている。
以後ディッキー修正は、2006会計年度歳出予算
法まで毎年付帯条項として付けられている

（注4） 

。

　1998年に国立衛生研究所（National Institutes 
of Health）は、保健・社会福祉省（Department 
of Health and Human Services）に対し、ヒト
ES細胞研究に対して連邦からの助成金が出る
可能性があるのかどうか法的見解を求めていた。
なぜならば、ディッキー修正は「ヒト胚」の破
壊を伴う研究への助成を禁じているが、ES細胞
は、胚由来ではあっても、「胚そのもの」では
ないからである。1999年の保健・社会福祉省か
らの回答では、たとえ子宮に戻されてもヒトと
しては成長できないため、ES細胞は、ヒト胚で
はないとして、ディッキー修正の適用外とされ
た。しかし、ES細胞の研究自体には連邦助成が
可能ではあるが、ES細胞「樹立」に対する援助
は、胚を壊すことからディッキー修正に抵触し
不可能とした。ES細胞の取り出し、株樹立につ
いては民間基金を利用するしかないという結論
である。
　保健・社会福祉省の回答を踏まえ、国立衛生
研究所は、ヒトES細胞研究に対する助成につ
いての監督機関の設立とガイドラインについて
の素案を1999年12月に作成し、最終案を2000年
8 月25日付連邦官報

（注5） 

に掲載した。
　このガイドラインは、ヒトES細胞の研究への
国立衛生研究所の資金提供を認めたうえで、研
究対象を、余剰胚（不妊治療で余り、廃棄する
しかない凍結受精卵）から取り出したES細胞
に限定した。また、「受精卵の研究への使用に
提供者の同意を要する」としてインフォームド・
コンセント（十分な説明に基づく同意）の徹底
を求め、さらに、受精卵の提供者への金銭提供
を禁止している。　

　また、ヒト胚そのものの作成やその研究、動
物の胚とヒトES細胞を組み合わせるキメラ作
成の研究、クローン人間を作る研究、体細胞核
移植によるヒト・クローン胚の作成、ヒト・ク
ローン胚からの幹細胞の作成、研究目的での胚
の作成及びその胚からの幹細胞の作成を目的と
する研究には、連邦助成が与えられないことと
した。
　中絶に反対で、受精をヒトの発生とみなす団
体や政治家によるガイドラインに対する反対が
予想されたが、クリントン大統領（当時）は、
ES細胞研究のもたらす多大な利益について言及
した上で、ガイドラインを支持する声明を出し
た。
　しかし、ガイドラインに基づく助成の審査が
始まったところで、政権は、ブッシュ大統領に
替わり、ヒトES細胞研究に関し、政策方針の
変更が予想されたため、国立衛生研究所による
審査は一時棚上げ状態となった。

　先に紹介した2001年 8 月の声明でも、ブッ
シュ大統領は、ヒトES細胞研究の難病治療に
対して与える影響、貢献の大きさについては評
価せざるをえず、研究自体を禁止したり、助成
金を停止したりすることは出来なかった。そこ
で、現存するES細胞自体は、既に人としての
「生死の決着が付いている」とみなし、それら
に対してだけは、人としての生死の判断は不要
であるという論理構成を用いることとした。
　繰り返しになるが、2001年 8 月の声明では
ブッシュ大統領によりES細胞研究は認められ
たが、新たにヒト胚を破壊する研究には助成を
認めていないため、クリントン時代よりも研究
に対しては制限がかかる結果となった。また、
中絶反対派から見ると、結局ES細胞研究に対
する助成自体は継続という結果となったため、
反対も多く、世論的に問題を残す方針となった。
　このブッシュ大統領の方針の下で述べられて
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いる連邦助成金を受けることのできるES細胞
の条件は、以下の通りである。
・ 2001年 8 月 9 日に現存する細胞株から得たも
のであること。
・ 胚の提供者は、インフォームド・コンセント
を受けていること。
・不妊治療のために作られた胚であること
・無償提供であること。
　以下の場合は、連邦助成を認めない。
・ 2001年 8 月 9 日以降に新たに胚を破壊して得
たES細胞を利用する研究
・ 研究目的で受精した胚を利用したES細胞を
用いる研究
・ 利用目的を問わず、体細胞核移植等を用いる
ヒト･クローン胚、及びそれに由来するES細
胞を用いる研究

　また、ブッシュ大統領は、ヒト胚の取扱いに
おいて生じる生命倫理上の問題を回避するため、
臍帯血や成体幹細胞などから入手した幹細胞を
用いた研究を進めるようあわせて提言した

（注6） 

。
　ヒト ES細胞研究に対する連邦助成について
は、2004年アメリカ大統領選挙において、ブッ
シュ大統領と民主党上院議員ケリー（John F. 
Kerry）大統領候補の争点ともなっていた。ケ
リー陣営は、ブッシュ大統領のES細胞政策を
批判し、年間 1億ドルの連邦助成を公約して、
難病患者関係者や研究者の支持を得ていた。

Ⅲ　連邦助成拡大を望む動き

　2005年 5 月19日に、韓国の研究チームによる
ヒト・クローン胚からのES細胞作成の成功が
報じられ、アメリカの研究者はES細胞研究に
おいて、世界に遅れをとりつつあるという認識
を新たにした

（注7） 

。その後も韓国は、犬クローン実
験成功など、着実な成果を発表しており、連邦
助成の制限に対する研究者の不満がつのってい

る。さらに、ブッシュ大統領が、連邦助成によ
る研究を認めているES細胞株のうち大部分が、
動物由来の分子に汚染されていることが判明し
た
（注8） 

。有効に利用できる株は、2004年 8 月段階で
22株のみ

（注9） 

となっており、助成対象となる研究用
の細胞を入手することも困難となってきている。
　そのため、研究者とES細胞研究がもたらす
恩恵を見過ごせない経済・産業界、患者団体に
よる連邦議会でのロビー活動が、第109議会
（2005‒2006年）においては、より活発化してお
り、連邦助成金への制限の緩和を要求する声が
強まりつつある。
　しかし、この動きに対する反動もあり、ヒト
ES細胞研究そのものを妨害するような動きも
でている。ミズーリ州では、社会的保守主義の
州議会議員により、州内でES細胞研究を行っ
ている研究所に対し、新たな設備建設を差し止
める法案が提案されている

（注10）   

。
　ただ、世論の全体的な動向としては、次第に
研究を評価する方向にあることを示す調査結果
も出ている。上述のミズーリ州の研究所が、あ
えて共和党系の世論調査会社を使い600人に
行った調査によると、 3人に 2人は ES細胞、
ヒト・クローン胚研究に対する反対派の意見を
聞いた上で、体細胞核移植に賛成であったとい
う。
　冒頭に紹介したフリスト共和党上院院内総務
の方向転換も同様の流れのように受け止められ
ている。

Ⅳ　各州の対応について

　ディッキー修正やブッシュ大統領の方針は、
ヒト胚についての連邦助成を禁じているが、州
レベルでは研究を禁止することも助成すること
も、基本的に自由である。
　一般的に民主党支持の目立つ州（ブルー・ス
テイツ）は、ES細胞研究に積極的であり、ブッ



137外国の立法 226（2005. 11）

tanshin

アメリカ

シュ大統領支持のレッド・ステイツは、反対で
あるといわれている。特にブルー・ステイツの
中でも、カリフォルニア、ニュー・ジャージー、
マサチューセッツ、イリノイなどは積極的にES
細胞研究を支援している。

1 　ヒト胚研究に州法上の規制を設けている州

　中絶胎児と胚に関する研究を禁じているのは
15州、体外受精やクローニングに由来する胎児
組織や胚の研究を禁じている州は13州ある。そ
れ以外の州には、特に規制がない

（注11）   

。

2 　ヒト ES細胞研究に積極的な立場の州

　カリフォルニアでは、2002年 9 月に全米で初
めてヒトES細胞とヒト・クローン胚の研究を
認め、促進する州法を制定した。これにより連
邦助成の対象外であるES細胞研究を躊躇して
いた研究者にとっては、カリフォルニアは魅力
的な研究場所となった。
　さらに、2004年に ES細胞研究について10年
間で30億ドルの助成金が与えられる案

（注12）   

が住民投
票で可決された。（但し、中絶胎児や中絶胚の研
究利用は禁止されている。）現職の共和党シュ
ワルツェネッガー（Arnold Schwarzenegger）
カリフォルニア州知事も、ES細胞研究支援の
立場に立っている

（注13）   

。
　ウィスコンシンは、2004年11月に 7年間にわ
たりES細胞研究に対して、 7億5000万ドルを
与えることを発表している。
　ニュー・ジャージーは、カリフォルニアに続
き2004年 1 月に法律により明示的にヒトES細
胞の研究を認めた2番目の州になった。ES細胞
研究に際して、ヒト・クローニングを行うこと
も認められている。また、研究所の誘致、設立、
援助金の拠出も多い。
　マサチューセッツは、ヒトES細胞研究、治
療目的でのクローン技術の研究を認める州法を
2005年 3 月に可決した。

　メリーランドもES細胞研究への助成を試み
たが、上院と下院の意見が分かれて結局可決さ
れなかった

（注14）   

。
　このほか、ここ数年の間に、イリノイ、コネ
チカット、オハイオでは数千万ドル規模の助成
金の支出を認めている。
　しかし、連邦による統一的な監督なしに、州
ごとに研究を促進することは、研究の合理性を
損なう結果となる恐れもあり、国としては損失
になる可能性があると連邦議会調査局は分析し
ている

（注15）   

。

Ⅴ　ES細胞研究に関する指針

　民間基金や私費で行われている研究について
も、ヒトとして成長する可能性を有するヒト胚
という特殊なものを取り扱うことから、ガイド
ラインが必要とされた。その作成のために米国
ナショナル・アカデミー（連邦政府及び国民に
科学技術に関する専門的意見を提示する議会公
認団体）が2004年 7 月ヒト ES細胞研究のため
のガイドライン委員会を設立した。
　ナショナル・アカデミーは、キメラ動物の作
成を禁止し

（注16）   

、生殖目的のクローニング（クロー
ン人間の作成）を禁止し、治療、研究目的のヒ
ト・クローン胚の作成にのみ体細胞核移植を認
める立場に立って、ガイドラインの作成に着手
した。2005年 4 月に「ヒトES細胞研究ガイド
ライン」が策定されたが、拘束性はない。
　内容は以下の通りである。
・ ヒト ES細胞を取り扱う機関に、各分野の専
門家からなる監督委員会を設置することを推
奨

・ 継続的基礎を有し、一般的な事柄について監
督するため国の委員会の設立を提案

・ 無傷のいかなる胚の培養も14日間を超えない
こと
（注17）

。
・ ヒト胚に ES細胞を入れること、ヒトES細
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胞をヒト以外の初期胚に入れること、又はそ
の逆の禁止
・ ヒト ES細胞を持つキメラ生物から子孫を作
ることの禁止
・ ヒト ES細胞由来の脳細胞を脳の主要な部分
とする動物の作成、研究の禁止
・ 研究目的での胚、精子、卵子、体細胞の寄付
や提供にあたり、経済的見返りの提示を禁止
・ 胚提供者に対して所定のインフォームド・コ
ンセントを必ず行うこと。

Ⅵ 　第109議会におけるES細胞研究、その他
関連法案の動向

　連邦議会ではこれまでに、ES細胞研究、ヒト・
クローン胚の是非について様々な法案の議論が
行われてきた。第107議会（2001‒2002年）にお
いては、ヒト・クローニングの全面禁止（治療
目的の体細胞核移植を含む）法案が下院を通過
しているが、現在までいずれの法案も成立には
いたっていない

（注18）   

。
　このような状況の中で、フリスト上院院内総
務が、ヒトES細胞研究について、助成金対象
を広げる下院案を支持する旨を表明したことは、
共和党右派やその支持基盤となる団体からの批
判を呼んでいる

（注19）   

。
　フリスト院内総務は、これらの法案について
の上院における可決の具体的なスケジュール作
成には言及していないが、今会期中には審議に
入るであろうと述べている。
　また、以下に紹介する様々な関連法案につい
ても、どれも重要な問題であるとして、個々に
上院で検討を行うことを約束している

（注20）   

。

1  　第109議会以前の連邦議会をめぐるES細

胞研究に関する意見

　2004年 4 月に200人を超す下院議員が、ブッ
シュ大統領に対しヒトES細胞研究について、

余剰胚を用いた研究に助成を認めるよう制限の
緩和を要請している。2002年の段階でアメリカ
には余剰胚40万個が存在し、研究用に寄付され
なければインフォームド・コンセントの末に廃
棄
（注21）   

されてしまうことを訴えた。
　2004年 6 月には、58人の上院議員が、研究に
ついて英国、シンガポール、韓国、オーストラ
リアに遅れを取る恐れがあるとして、ブッシュ
大統領に現在のES細胞研究に関する連邦政策
を拡張するようにとの書簡を出した。
　2004年 6 月社会・保健福祉省は、下院議長に
対し、連邦助成を受ける研究に利用可能な国内
のES細胞株を 1か所に集める国立ES細胞銀
行の設立を予定していることについて書面を送
付した。ブッシュ大統領の政策の枠内で入手可
能な細胞株の可能性は、まだ追求し尽くされて
おらず、ES細胞政策の緩和を主張する前に、
まだ出来ることがあるという趣旨であった。

　しかし、第109議会で ES細胞研究に対する
連邦助成を拡大する法案（H.R.810）が下院を
通過すると、このような混沌とした状況に変化
が見え始めた。
　2005年 5 月、ブッシュ大統領は同24日に
H.R.810が通過したことを受け、すぐさま、余
剰胚を廃棄することなく養子縁組に利用した親
子を招待した会をホワイトハウスで催し、その
場において、改めて自身のES細胞に対する政
策が2001年 8 月に提示したものと変わりはない
ことを訴える演説を行った。また、治療目的の
研究に利害を有する団体に対しては、現在助成
を認めているES細胞の研究に対して、助成額
を 2倍にしていることを強調し訴えた。さらに、
胚を破壊することなく、臍帯血や血液、骨髄な
どから幹細胞を樹立する研究を進めるよう重ね
て提言した

（注22）   

。
　また、1996会計年度から歳出予算案の付帯条
項として付されてきているディッキー修正を、
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第109議会では、除外するか廃止する試みがある。
2005年 7 月14日時点では、2007会計年度歳出予
算案から、ディッキー修正の付帯条項は削除さ
れた状態で下院を通過している。

2  　第109議会上院審議中のES細胞研究及び

研究関連法案（表 1）

　上院では、ヒトES細胞研究反対の立場、賛
成の立場から、以下にあげる⑴～⑸のように、
様々な関連法案が提出されている。これは、多
くの法案を提出することにより検討材料を増や
し、H.R.810の通過を阻害しようという反対派の
意図であるとも言われている。

　⑴以外の⑵～⑸の法案で対立している点は、
治療目的での体細胞核移植等のヒト・クローニ
ングを認めるかどうかである。
　一切認めない意見としては、治療目的のク
ローニングを認める等の部分的な禁止では、ク
ローン人間誕生は阻止できないということが理
由にあげられている。
　また、治療目的のヒト・クローニングに限っ
て体細胞核移植を認める意見は、体細胞核移植
により作るのは、最終的にはヒトとなる可能性
を有する胚ではなく、ES細胞であり、研究禁
止により、命に関わる治療の恩恵をアメリカ人
が受けることを妨げる恐れがあるということを

表 1  第109議会上院審議中のES細胞研究及び関連法案

法案名 改正される
法律

利用可能な
胚の範囲

クローン
技術の
利用の可否

罰則 その他

2005年幹細胞研
究増進法案
（S.471,H.R.810）

公衆保健サー
ビス法

余剰胚のみ × 余剰胚の提供を受ける場合は両
親の書面による承諾書を必要と
する．2005年 5 月24日下院通過．

2005年ヒト・ク
ローンニング禁
止法案（S.658）

公衆保健サー
ビス法

ヒト・クロー
ン胚由来の生
成物の輸入は
認める．

× 10年を超えない
拘禁刑、100万
ドル以上の民事
罰

クローン技術利用禁止規定に変
更を生ずる必要があるかどうか
医学技術の進歩や社会通念の変
化に照らして会計検査院が調査
を行うことを規定．

2005年ヒト・ク
ローンニング禁
止法案
（H.R.1357）

刑法 ヒト・クロー
ン胚由来のあ
らゆる生成物
の輸入禁止

× 10年を超えない
拘禁刑、100万
ドル以上の民事
罰

2005年ヒト・ク
ローニング禁止
法及び幹細胞研
究保護法案
（S.876）

連邦食品、医
薬品及び化粧
品法、公衆保
健サービス法

ヒト・クロー
ン胚の作成、
利用を認め
る．

生殖目的は
×治療目的
のみ○

10年以下の拘禁
刑、100万ドル
以上の民事罰． 
倫理的規定に反
した場合は、25
万ドルを超えな
い民事罰．

ヒト・クローン胚作成のために
用いる卵子は、インフォームド・
コンセントを受けた女性の無償
提供によること．何らかの代償
を提示した胚や卵子の受け渡し
の禁止．非受精胚を最初の細胞
分裂から14日を越えて維持する
ことの禁止．

2005年ヒト・ク
ローニング禁止
法及び幹細胞研
究保護法案
（H.R.1822）

刑法、公衆保
健サービス法

同上 同上 10年以下の拘禁
刑、1000万ドル
を超えない民事
罰．倫理的規定
に反した場合
は、25万ドルを
超えない民事
罰．

同上
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理由としている。
　その他の対立点は、下院通過案 H.R.810を認
めるか否かである。胚の破壊が殺人であるとい
う立場の議員には、到底認められない。
　また、あわせて、キメラ生物研究をどの程度
認めるかについても対立点となっている。
　基本的には、中絶に反対する立場に立つ議員
は、いかなる胚の破壊に対しても反対と見られ
ていたが、中絶と胚の破壊とを分けて考える見
方も現れているようである。

⑴ 　2005 年幹細胞治療目的研究に関する法案
（H.R.2520）
　共和党スミス（Christopher Smith）下院議員
提出、 5月24日下院通過。上院では同趣旨の法
案 S.1317（2005年骨髄及び臍帯血治療及び研究
法案）が 6月27日に委員会を通過。
　難病治療の目的で、ヒト臍帯血の収集や管理
を規定する法案。2005‒2010会計年度において、
約8500万ドルの支出を骨髄、臍帯血の登録や
データーベース作成及び国立臍帯血幹細胞銀行
の設立計画に関して承認する内容となっている。
　倫理的な対立点も少なく両院で広く支持され
ている。

⑵　2005年幹細胞研究増進法案（H.R.810）
　共和党キャッスル（Michael N. Castle）下院
議員提出。 5月24日下院通過。上院では S.471
として提出されている。
　公衆保健サービス法（Public Health Service 
Act）を改正し、樹立した日付に関係なく保健・
社会福祉長官が、ヒトES細胞を利用する研究
を管理し、支援する。法律制定後樹立されるES
細胞株は、国立衛生研究所による倫理ガイドラ
イン（制定日から60日以内に国立衛生研究所所
長と保健・社会福祉長官とで協議して決定）を
満たす必要がある。余剰胚のみ利用可能で、両
親による書面の承諾書を必要とする。長官は、

議会に幹細胞研究についての報告書を毎年提出
することが義務付けられる。

⑶　2005年ヒト・キメラ禁止法案（S.1373）
　共和党ブラウンバック（Sam Brownback）
上院議員提出。刑法を改正し、以下の事柄につ
いて罰則を定める。
・ ヒトのキメラ

（注23）   

を作成すること。
・ ヒト以外の胚をヒトの子宮に着床させること。
・ヒト胚をヒト以外の子宮に受胎させること。
・ヒト・キメラを授与又は譲渡すること。

⑷　2005年ヒト・クローニング禁止法案（S.658）
　共和党ブラウンバック（Sam Brownback）
上院議員提出。同趣旨の法案として、同名の
H.R.1357がある。ただし、上院案の方が研究に
対し比較的寛容となっている。第107、108議会
では、H.R.1357と同趣旨の法案が下院を通過し
ている。
　下院案では刑法、上院案では公衆保健サービ
ス法を改正し、全てのクローン技術利用を禁止
する。
　また、下院案では、ヒト・クローン胚由来の
あらゆる生成物の輸入を禁止しているが、上院
案では輸入は禁じていない。
　両案とも治療目的生殖目的を問わず、ヒト・
クローニングを禁止。違反した場合は、10年を
超えない拘禁刑か、100万ドル以上の民事罰を
科す。
　また、上院案では、会計検査院に、制定後 4
年以内に体細胞核移植の研究を含めクローン禁
止を見直す研究の実施を要求している。

⑸ 　2005年ヒト・クローニング禁止及び幹細胞
研究保護法案（S.876） 

　共和党ハッチ（Orrin G. Hatch）上院議員提出。
同趣旨の法案として、同名のH.R.1822がある。
　下院案は、連邦食品、医薬品及び化粧品法を
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改正し、上院案は刑法を改正する。
　生殖目的のクローン技術の研究は認めないが、
医療研究目的のクローニングは認め、ES細胞研
究におけるヒト・クローン胚の作成も認める。
　生殖目的のクローニング研究については、刑
事罰として10年以下の拘禁、民事罰は上院案で
は100万ドル以上の罰金、下院案では1000万ドル
を超えない罰金とする。
　また、両案とも公衆保険サービス法を改正し、
体細胞核移植に使用可能な未受精卵は、イン
フォームド・コンセントを受けた上で無償提供
されたものであることを条件とする。更に、受
精卵への体細胞核移植を禁止し、不妊治療目的
の技術を発展させるためであっても、生殖目的
で体細胞核移植を行うことを禁止し、クローン
技術等を用いて作成される非受精胚の状態で、
最初の細胞分裂から14日を超えて維持し続ける
ことを禁止する。これらの倫理的な規定に反し
た場合には25万ドル以下の民事罰に処せられる。
　上院案は会計検査院に同法制定から 1年以内
に以下の 4つのレポートを出すことを、司法長
官に義務付ける。
・ クローン作成禁止のために講じた施策、人員
及び支出についてのリスト
・ 類似の州法について、州の法務長官が行った
施策、人員及び支出についてのリスト
・連邦、州そして地方の協力実績
・ 外国におけるヒト・クローニング関連法の現
状
　下院案は同種の 3つのレポートを保健・社会
福祉長官に提出することを義務付けている。

Ⅶ　世界のヒトES細胞研究に関する規制

1　日本

　1997年クローン羊ドリーの誕生が発表されて
以来、日本でも包括的な生殖医療法制定に関す
る議論が起こってはいたが、2000年12月 6 日に

公布された「ヒトに関するクローン技術等の規
制に関する法律」（平成12年法律第146号）にお
いて、まずはクローン人間作成禁止についての
み法律で規定することとなった。この法律では、
対象を胚研究に限定し、それを細かく分類した
上で、その胚（特定胚と呼ばれる）の体内移植
のみを禁止した。譲渡、輸入については禁止さ
れておらず、運用は、行政指針に基づいて処理
されることとなった。この法律で規定される特
定胚にはヒトES細胞は含まれていない

（注24）   

。
　ヒト ES細胞自体の研究については、2001年
9 月25日「ヒト胚性幹細胞の樹立及び使用に関
する指針」（文部科学省告示第155号）により、
ES細胞のヒト受精胚からの作成、研究のためヒ
ト受精胚の提供を受ける場合や、ヒトES細胞
を使用する研究について、研究者が遵守すべき
指針が告示された。
　大学、その他の研究所は、この指針に沿って
倫理審査委員会で審査・承認を受けた後、さら
に文部科学省で審査・承認された研究を実施す
る。
　この指針では、ヒト・クローン胚の作成が禁
止されているが、余剰胚からのES細胞研究は
認められており、キメラ実験も認められている。
　日本では、ヒトES細胞の樹立を機に、「ク
ローン人間」誕生の危惧よりも、「難病治療」
に役立つES細胞とヒト・クローン胚の作成に
ついては、なるべく研究を妨げるべきではない
という意見が出されている。そのため、日進月
歩の研究に対する規制は、法律ではなく指針の
ように状況の変化に柔軟に対応することが出来
るものによって行われるべきとされ、現在もま
だ、法規制はされていない

（注25）   

。
　2004年 7 月総合科学技術会議

（注26）   

において、「ヒ
ト胚の取り扱いに関する基本的考え方」につい
て最終報告書が出たが、ここではヒト・クロー
ン胚の作成を認める方針が打ち出されている

（注27）   

。
この報告でも、技術の進化に対する柔軟な対応
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をとるとの趣旨から、法律に定めず、指針に基
づく審査を行うスタンスが続くこととなってい
る。通常、審議会等の最終報告書は全会一致で
まとめられることが通例であるが、この最終報
告書は、多数決による採択が強行されたもので
あった

（注28）   

。

2 　カナダ

　寄付を受けた余剰胚から取得したES細胞と
その研究（生殖目的は禁止）を認める法律を有
する。

3 　オーストラリア

　余剰胚の利用を認めており、国立幹細胞セン
ターが存在する。

4 　シンガポール

　ES細胞を取り出すためにヒト・クローン胚
の利用が認められている。シンガポール政府は、
研究に対し協力的であり、アメリカの機関、研
究者との協力関係も有している。

5 　韓国

　法律により、治療目的の研究のための余剰胚
の利用が認められている。また、体細胞核移植
によるヒト・クローン胚については、治療目的
のため例外的に認められている

（注29）   

。

6 　EU、ヨーロッパ

　ヒトES細胞研究の援助とEUの助成をス
ムーズにするために、EUでは2003年11月に幹
細胞に関するEU指令（加盟国を拘束するが、
自国の立法については裁量権が与えられてい
る。）の改正案が提出された

（注30）   

。これは、助成可
能な細胞株に対する樹立された日付による制限
を廃止し、中絶胎児組織についての研究に対す
る助成も認める内容であった。但し、ES細胞
獲得の目的でのヒト胚の作成は助成されない。

　また、暗に余剰胚の有効活用も示唆しており、
その際両親の同意も条件としていない。この改
正案は、2005年 8 月31日現在、閣僚理事会によ
る最終決定が未定の状態である。
　関連して、欧州委員会がまとめた2004年 7 月
現在の EU構成国の立法状況は、以下の通りで
ある
（注31）   

。
・ 余剰胚からのヒトES細胞の調達を法により
許可：ベルギー、デンマーク、フィンランド、
フランス、ギリシャ、オランダ、スペイン、
スウェーデン、イギリス

・ 余剰胚の研究は許可、ヒトES細胞研究は不
許可：エストニア、ハンガリー、ラトビア、
スロベニア

・ 法により余剰胚からのヒトES細胞獲得を禁
止、ヒトES細胞の輸入と利用は許可：ドイ
ツ、（オーストリア、イタリアは輸入につい
て明示的な禁止規定を有しない）

・ 余剰胚からのヒトES細胞の獲得を禁止：オー
ストリア、アイルランド、リトアニア、ポー
ランド、スロバキア

・ ヒト胚、ヒトES細胞研究に特に規定がない：
チェコ、ルクセンブルグ、マルタ、ポルトガ
ル、キプロス

・ ES 細胞研究目的の受精によるヒト胚作成と
体細胞核移植を法により許可（体細胞核移植
は治療目的のみ）：イギリス、ベルギー、オ
ランダ（但し、2002年オランダ胚法において
体細胞核移植を含む研究目的での胚の作成に
ついては 5年のモラトリアムを置いている。）
・ 条約又は法により研究目的又はES細胞獲得
の目的でのヒト胚の作成を禁止：オーストリ
ア、キプロス、チェコ、デンマーク、エスト
ニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギ
リシャ、ハンガリー、イタリア、アイルラン
ド、オランダ、リトアニア、ポルトガル、ス
ロバキア、スロベニア、スペイン
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　スイスは、2005年 3 月施行の幹細胞研究法に
おいて、ヒト・クローン胚の作成を禁止し、余
剰胚からのES細胞採取を認めること明記した。
余剰胚の研究利用は、ES細胞採取に限って認
められている

（注32）   

。

7 　国際機関

　2004年11月の国連総会第 6委員会におけるク
ローン人間作成禁止条約の採択に関する議論で
は、全てのヒト・クローン作成を禁止するコス
タリカ案と治療目的のクローニングは各国の判
断とし、生殖目的でのクローニング（クローン
人間の作成）のみを禁止するベルギー案が対立
していた。（日本は、ベルギー案に賛同してい
た。）
　アメリカは、国際社会においては一貫して、
ヒト・クローン作成に対し強い反対の立場を
とっており、コスタリカ案に最後までこだわっ
たため、イタリアが拘束性を有しない宣言の形
で採択することを提案し

（注33）   

、2005年 3 月に国連総
会において、人間の尊厳と生命の保護に適合し
ないような状態での全ての形式のヒト・クロー
ニングを禁止するという国内法を整備すること
を要求する決議が採択された

（注34）   

。

注
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（いび　みえこ・海外立法情報課）

　2005年 7 月 1 日、サンドラ・オコナー（Sandra 
Day O’Connor）連邦最高裁判所判事が引退を
表明した。病身の夫とより多くの時間を過ごし
たいとの気持ちが引退を決めた最大の理由で
あったと言われている

（注1） 

。
　オコナー判事の引退を受け、およそ11年ぶり
に連邦最高裁判事の人事が行われることになり、
ブッシュ（George W. Bush）大統領は、 7月
19日に同判事の後任候補として、現在、50歳で
保守派との評価があるジョン・ロバーツ（John 
G. Roberts Jr.）コロンビア特別区巡回区連邦控
訴裁判所判事を指名した。
　一方今夏は、オコナー判事と並んでウィリア
ム・レーンキスト（William Rehnquist）首席判
事の去就も注目されていた。甲状腺ガンを患い
健康面での不安を抱えていたことから、レーン
キスト首席判事は近々引退するであろうと見ら
れていた。そのようななか、レーンキスト首席
判事は自ら当面引退の意思のないことを明らか
にし、引退についての周囲の憶測を打ち消した

のであったが、正にその矢先である 9月 3日に
突然死去した。
　この事態の急転を受け、ブッシュ大統領はオ
コナー判事の後任としてのロバーツ判事の指名
を急遽取り下げ、新しい連邦最高裁首席判事の
候補としてロバーツ判事を指名し直した。
　その後、連邦上院は 9月29日にロバーツ判事
に関する人事を承認し、同判事の第17代連邦最
高裁首席判事への任命が成立するが、本稿では
主に 7月からの 2か月間を対象に、オコナー判
事の引退、ロバーツ判事の評価、そして同判事
の指名をめぐっての上院民主党及びキリスト教
保守派の反応を紹介する。これら上院民主党お
よびキリスト教保守派の動向は、今後の人事に
おいても誰が指名されようと焦点となるもので
ある。その意味で、今回、ロバーツ判事の指名
について、この両者がどのような反応を示した
かを点検することとしたい。
　なお、 9月以降の動きを簡単に述べると、ロ
バーツ判事承認後、10月 3 日にブッシュ大統領

【短信：アメリカ】

連邦最高裁判所判事の人事をめぐって
――ロバーツ判事の指名までの動き――

宮田　智之


